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さいたま市告示第１０６９号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区田島三丁目９７５番１、９７５番２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

野村不動産株式会社 住宅事業本部 事業開発四部長 岩田 晋

３ 許可番号

 令和３年６月１０日

 第 変-Ｓ２０１９０７７ 号

４ 検査済証番号

 令和３年６月３０日

 第 完-Ｓ２０１９０７７ 号
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さいたま市告示第１０７０号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

 名称 ヤオコー西大宮店

 所在地 さいたま市西区西大宮四丁目５番１

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

名称 株式会社ヤオコー 

代表者氏名 代表取締役 川野 澄人 

住所 埼玉県川越市新宿町１丁目１０番地１ 

 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(ア) 駐輪場の位置及び収容台数 

（変更前） 

位 置 収容台数 

店舗東側 駐輪場① ２３台 

店舗東側 駐輪場② ２４台 

店舗東側 駐輪場③ １１６台 

合 計 １６３台

（変更後） 

位 置 収容台数 

店舗東側 駐輪場① ２３台 

店舗東側 駐輪場② ２２台 

店舗東側 駐輪場③ ５７台 

合 計 １０２台

 変更する年月日

令和４年２月１９日

 変更する理由

駐輪場運用変更のため。

２ 届出年月日 

 令和３年６月１８日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 令和３年７月１日から令和３年１１月１日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

４ 届出及び添付書類の縦覧場所

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９６６
 大宮区役所区民生活部地域商工室

住所 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番１号 

 電話 ０４８（６４６）３０９３

FAX ０４８（６４６）３１５１
５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。

 意見書の提出期間

令和３年７月１日から令和３年１１月１日まで。

 意見書の提出先

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９６６
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さいたま市告示第１０７１号

さいたま市狂犬病予防法関係事務手数料条例（平成１３年５月１日さいたま市条例第７０号）第２

条に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納事務の一部を次の者に委託し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告示する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

１

さいたま市見沼区島町 １－８－１ 

ジョイペットクリニック 

院長 埜田 博實

２ 委託期間

令和３年７月１日から令和４年３月３１日まで
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さいたま市告示第１０７２号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年７月６日までに返還

の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

６月

２９日
猫 緑区大門 雑種 メス 黒 ５～８歳 無 負傷動物

６月

３０日
猫 見沼区堀崎町 雑種 不明 茶トラ

０～７日

齢
無

６月

３０日
猫 見沼区堀崎町 雑種 不明 茶トラ

０～７日

齢
無

６月

３０日
猫 見沼区堀崎町 雑種 不明 サビ

０～７日

齢
無

６月

３０日
猫 見沼区堀崎町 雑種 不明 三毛

０～７日

齢
無

６月

３０日
犬 中央区大戸 柴犬 オス 茶 ５～８歳 無

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７３号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文及び第５３条第１項本文に規定する指

定を次のとおり指定したので、同法第７８条第１項第１号及び第１１５条の１０第１項第１号の規定

により告示する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

(1) アクティブ訪問看護リハビリステーション西浦和
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区田島 5丁目 19番 3号 ＦＣ28ビル 1階
イ 事業種別  訪問看護

ウ 申請者   合同会社アクティブ計画

エ 申請者住所 東京都豊島区西巣鴨 4丁目 6番 1号 レゾン 1階
オ 代表者   代表社員 加藤 英樹

カ 指定番号  1166591416 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(2) アクティブ訪問看護リハビリステーション西浦和
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市桜区田島 5丁目 19番 3号 ＦＣ28ビル 1階
イ 事業種別  介護予防訪問看護

ウ 申請者   合同会社アクティブ計画

エ 申請者住所 東京都豊島区西巣鴨 4丁目 6番 1号 レゾン 1階
オ 代表者   代表社員 加藤 英樹

カ 指定番号  1166591416 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(3) 訪問看護ステーションあやめ七里
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前 293番地 1 水村コーポ 103号室
イ 事業種別  訪問看護

ウ 申請者   株式会社ファーストナース

エ 申請者住所 東京都港区新橋 2丁目 12番 16号 
オ 代表者   代表取締役 橋本 真奈歩

カ 指定番号  1166591424 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(4) 訪問看護ステーションあやめ七里
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前 293番地 1 水村コーポ 103号室
イ 事業種別  介護予防訪問看護

ウ 申請者   株式会社ファーストナース

エ 申請者住所 東京都港区新橋 2丁目 12番 16号 
オ 代表者   代表取締役 橋本 真奈歩

カ 指定番号  1166591424 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

(5) コンパスウォーク東大成
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 2丁目 610番地 5
イ 事業種別  通所介護

ウ 申請者   株式会社アドバンスアス

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区西町 1丁目 1番 26号 1704号
オ 代表者   代表取締役 上田 明日香

カ 指定番号  1176519120 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(6) 日々トレはるとさいたま日進
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区日進町 3丁目 619番地 1
イ 事業種別  通所介護

ウ 申請者   株式会社アロネット

エ 申請者住所 東京都台東区下谷 1丁目 4番 10号 
オ 代表者   代表取締役 鳴坂 淳

カ 指定番号  1176519138 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(7) リアンレーヴ北浦和
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 4丁目 12番 1号 
イ 事業種別  特定施設入居者生活介護

ウ 申請者   株式会社木下の介護

エ 申請者住所 東京都新宿区西新宿 6丁目 5番 1号 新宿アイランドタワー８階
オ 代表者   代表取締役 佐久間 大介

カ 指定番号  1176519146 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(8) リアンレーヴ北浦和
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 4丁目 12番 1号 
イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護

ウ 申請者   株式会社木下の介護

エ 申請者住所 東京都新宿区西新宿 6丁目 5番 1号 新宿アイランドタワー８階
オ 代表者   代表取締役 佐久間 大介

カ 指定番号  1176519146 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(9) ホームケア土屋 大宮
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 1丁目 49番地 明和マンション 701号
イ 事業種別  訪問介護

ウ 申請者   株式会社土屋

エ 申請者住所 岡山県井原市井原町 192番地 2 久安セントラルビル 2階
オ 代表者   代表取締役 大山 敏之

カ 指定番号  1176519153 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日
(10) さいたま北リハビリテーションセンター
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1丁目 546番地 1
イ 事業種別  通所介護

ウ 申請者   株式会社 医療福祉研究機構

エ 申請者住所 埼玉県東松山市松山 1804番地 342
オ 代表者   代表取締役 柿沼 篤

カ 指定番号  1176519161 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係

 電話 ０４８（８２９）１２６５



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７４号

介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

(1) 日々トレはるとさいたま日進
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区日進町 3丁目 619番地 1
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス

ウ 申請者   株式会社アロネット

エ 申請者住所 東京都台東区下谷 1丁目 4番 10号 
オ 代表者   代表取締役 鳴坂 淳

カ 指定番号  1176519138 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(2) さいたま北リハビリテーションセンター
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1丁目 546番地 1
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス

ウ 申請者   株式会社 医療福祉研究機構

エ 申請者住所 埼玉県東松山市松山 1804番地 342
オ 代表者   代表取締役 柿沼 篤

カ 指定番号  1176519161 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(3) 学研ココファン東大宮ヘルパーセンター
ア 事業所住所 埼玉県上尾市瓦葺 1902番地 1
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者   株式会社学研ココファン

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2丁目 11番 8号 
オ 代表者   代表取締役 森 猛

カ 指定番号  1171601774 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

(4) けあビジョン東川口
ア 事業所住所 埼玉県川口市戸塚東 1丁目 8番 18号 宮本店舗 101 
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者   株式会社ビジュアルビジョン

エ 申請者住所 埼玉県上尾市上町 1丁目 1番 14号 
オ 代表者   代表取締役 井沢 隆

カ 指定番号  1170205825 
キ 指定年月日 令和 3年 7月 1日

２ 連絡先



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

（１）担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係

（２）電話 ０４８（８２９）１２６５



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７５号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第７８条の１１第１項第２号及び

第８５条第１項第２号の規定により告示する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 廃止した施設・事業所

（１） さいたまの南 居宅介護支援

ア 住所 埼玉県さいたま市南区南浦和 2丁目 42番 6号 日東ビル 4A号
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 株式会社わらび生活支援

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区南浦和 2丁目 42番 6号 日東ビル 4A号
オ 代表者 代表取締役 山口 進

カ 指定番号 1176516571 
キ 廃止年月日 令和 3年 5月 21日

（２） 養護老人ホーム尚和園

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区原山 3丁目 15番 31号
イ 事業種別 特定施設入居者生活介護

ウ 申請者 社会福祉法人埼玉県共済会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区原山 3丁目 15番 31号
オ 代表者 理事長 福島 正道

カ 指定番号 1176505723 
キ 廃止年月日 令和 3年 6月 30日

（３） 養護老人ホーム尚和園

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区原山 3丁目 15番 31号
イ 事業種別 介護予防特定施設入居者生活介護

ウ 申請者 社会福祉法人埼玉県共済会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区原山 3丁目 15番 31号
オ 代表者 理事長 福島 正道

カ 指定番号 1176505723 
キ 廃止年月日 令和 3年 6月 30日

（４） まいまい本舗居宅介護支援事業所

ア 住所 埼玉県さいたま市南区曲本 4丁目 13番 14号 浦和ホワイトハイツ 306 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 まいまい在宅企画株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区曲本 5丁目 8番 18号
オ 代表者 代表取締役 小澤 洋子

カ 指定番号 1176508339 
キ 廃止年月日 令和 3年 6月 30日

（５） 佐知川ケアセンターそよ風



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

ア 住所 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 1059番地 1 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

エ 申請者住所 東京都港区北青山 2丁目 7番 13号 プラセオ青山ビル
オ 代表者 代表取締役 中川 清彦

カ 指定番号 1176510731 
キ 廃止年月日 令和 3年 6月 30日

（６） デイサービス 奏 太田窪

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区太田窪 1丁目 2番 11号
イ 事業種別 地域密着型通所介護

ウ 申請者 株式会社 奏介護支援サービス

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区別所 1丁目 11番 2号
オ 代表者 代表取締役 齋藤 紀夫

カ 指定番号 1176511994 
キ 廃止年月日 令和 3年 6月 30日

（７） デイサービス 奏 太田窪

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区太田窪 1丁目 2番 11号
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス

ウ 申請者 株式会社 奏介護支援サービス

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区別所 1丁目 11番 2号
オ 代表者 代表取締役 齋藤 紀夫

カ 指定番号 1176511994 
キ 廃止年月日 令和 3年 6月 30日

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係

 電話 ０４８（８２９）１２６５



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７６号 

 さいたま市みどりの条例（平成１３年５月１日条例第２４８号）第６条の規定に基づき、保存緑地

保全区域として次のとおり指定したので告示する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保存緑地

(１) 指定期間 
令和３年７月１日から令和８年６月３０日まで

（２）指定番号、所在地、指定地積、区域面積

    別添のとおり

（３）図面

別添のとおり



指定番号 所在地 指定地積（㎡） 区域面積（㎡）

① ８１７ 北区大成町４丁目７３８番１ 633.00 633.00

② 芝原第四 緑区芝原２丁目２２番５の一部 880.00 880.00

氷川女體 緑区見沼５３１７番 3,971.00

氷川女體 緑区宮本二丁目１７番１ 3,781.00

氷川女體 緑区宮本二丁目１７番２ 3,529.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３５１番 1,054.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３５３番３ 522.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３５６番 280.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３７６番２ 52.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３７６番９ 9.73

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３７８番２ 53.62

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３７８番４ 38.94

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３８７番 856.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１４番１ 448.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１５番１ 830.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１５番２ 45.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１７番 419.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１８番１ 568.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１８番２ 29.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１９番 284.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２２番 5,290.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２５番 753.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４９５番 1,190.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３７７番２ 208.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１０番２ 85.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１１番２ 49.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４１６番２ 241.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２１番１ 992.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２１番２ 198.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２１番３ 515.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２３番１ 267.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２３番２ 301.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２４番３ 991.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２４番４ 991.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目４２４番６ 274.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３４９番１ 542.00

久伊豆神社 岩槻区宮町二丁目３４９番２ 396.00

総　計 31,566.29 31,566.29

さいたま市保存緑地指定（更新）地区一覧（令和3年7月1日）

③ 11,281.00

④ 18,772.29











さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７７号

さいたま市民憲章を次のとおり制定したので、告示する。

令和３年７月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

・さいたま市民憲章

さいたま市民憲章

 おおらかな荒川の流れと、見沼田んぼが豊かに広がる武蔵野のみどりにいだかれたさいたま市は、

街道や鉄道のかなめとしてにぎわい、歴史をかさねてきました。先人たちはここに集い、学び、祈り、

美しさと深い味わいをたたえた独自の文化を育て、教育やスポーツのさかんな風土を培ってきました。

このまちを誇りとし、ともに時をかさねる私たちさいたま市民は、だれもが自分らしく生きてゆける

社会を築きたいと願い、このまちを未来につなぐ確かな道しるべとして、ここにさいたま市民憲章を

刻みます。

 私たちは、

  まちの歴史や伝統を受け継ぎ豊かにはぐくんで、明日の世代に伝えます。

  小さないのちの大きな未来を信じて、子どもをみんなで支えてゆきます。

  みずから学び言葉をみがき、新たな挑戦を志し、自分を耕しつづけます。

  深く思いやり、広く理解し手をとりあって、ちがいを力にしてゆきます。

  空も水も、草木も花も里山も、ともにある美しい都市を創ってゆきます。



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７８号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区西堀三丁目７５０番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令和２年４月２１日

 第 開-Ｓ２０２０００１ 号

４ 検査済証番号

 令和３年７月１日

 第 完-Ｓ２０２０００１ 号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０７９号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年７月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

差押調書（謄本）

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

   （省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す

る。

 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所財政局北部市税事務所納税課

 電話 ０４８（６４６）３０４９



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８０号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年７月６日までに返還

の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和３年７月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

７月

１日
猫 岩槻区東町 雑種 めす 三毛

２～３

か月
無

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区大字植田谷本字前通４６２番１、４６２番１８、４６２番１９

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

さいたま市北区宮原町一丁目４６３番地３

株式会社 サンシティホーム 代表取締役 小森谷 一男

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ６ 日

第開－Ｎ２０２０１４５号

４ 検査済証番号

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日

第完－Ｎ２０２０１４５号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８２号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により別紙のとおり（別紙省略）公告します。

令和３年７月２日

さいたま市長 清 水 勇 人



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８３号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和３年７月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和３年 ６月２５日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 ６２台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/06/21 武蔵浦和駅 岩手県警01-136927 A14AB94501          

2021/06/21 武蔵浦和駅 埼玉県警21-211178035 A20AL88785          

2021/06/21 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4416351 S0E227048           

2021/06/21 西浦和駅 埼玉県警20-202328393 F91226579           

2021/06/22 東浦和駅 埼玉県警19-194512384 S9J63458            

2021/06/24 東浦和駅 埼玉県警20-201507103 STSKY00633          

2021/06/24 東浦和駅 埼玉県警19-193745954 OS9101354           

2021/06/24 東浦和駅 不明 SNTL04435           

2021/06/24 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8416580 SSG371736           

2021/06/24 武蔵浦和駅 不明 LZ12070091          

2021/06/25 南浦和駅西口 本所C-70416 FJA2G05027          

2021/06/25 南浦和駅西口 埼玉県警20-200199669 STK033114           

2021/06/25 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8165526 SSA069194           

2021/06/25 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5198729 F140614683          

2021/06/28 1/4 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/06/21 大宮駅東口 埼玉県警20-201705037 C7ED1302            

2021/06/21 大宮駅東口 埼玉県警21-211873221 F21173348           

2021/06/21 大宮駅西口 埼玉県警20-204553874 F20911707           

2021/06/22 大宮駅東口 埼玉県警18-8532017 F80905751           

2021/06/22 大宮駅東口 埼玉県警19-194020775 V190113935          

2021/06/22 大宮駅西口 埼玉県警15-5464103 A15AG87560          

2021/06/22 指扇駅 神奈川県警52ー 0475841 STK041433           

2021/06/24 大宮駅東口 埼玉県警21-212244830 F20V03152           

2021/06/24 大宮駅西口 埼玉県警15-5257322 A15AB10665          

2021/06/24 大宮駅西口 埼玉県警17-7558270 A17AH02769          

2021/06/24 大宮駅西口 埼玉県警13-3501461 ND3H10312           

2021/06/24 宮原駅東口 埼玉県警18-8007273 T17DF630            

2021/06/25 大宮駅東口 埼玉県警19-192381703 GG9C05721           

2021/06/25 大宮駅東口 不明 A13AF21984          

2021/06/25 大宮駅西口 埼玉県警13-3113226 TB2WF768            

2021/06/25 大宮駅西口 埼玉県警21-211647086 K5FK34093           

2021/06/25 大宮駅西口 埼玉県警21-211192070 F20J07709           

2021/06/25 大宮駅西口 不明 PH0NH09308          

2021/06/25 宮原駅西口 埼玉県警18-8285147 S7I 100528           

2021/06/25 東大宮駅東口 埼玉県警17-7557592 F171092014          

2021/06/28 2/4 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/06/21 浦和駅東口 埼玉県警16-6321276 S4601244            

2021/06/21 浦和駅西口 埼玉県警19-193137083 STA357340           

2021/06/21 浦和駅西口 埼玉県警19-192469619 A18AL55763          

2021/06/21 北浦和駅東口 埼玉県警19-190206394 H8J10924            

2021/06/21 与野駅東口 新宿D-23144 不明 

2021/06/21 南与野駅 埼玉県警11-1235502 AS110104317         

2021/06/22 浦和駅東口 不明 V210202477          

2021/06/22 浦和駅西口 不明 SFT11H6016          

2021/06/22 与野駅東口 埼玉県警20-202667627 A19AL50640          

2021/06/22 与野駅東口 埼玉県警20-203219636 STTDF16640          

2021/06/22 北与野駅 不明 不明 

2021/06/22 南与野駅 埼玉県警20-201547865 H9J01061            

2021/06/24 浦和駅西口 埼玉県警21-212771180 K3GR07886           

2021/06/24 浦和駅西口 埼玉県警17-7151509 AM6N170675          

2021/06/24 与野駅東口 不明 I S499706            

2021/06/24 与野本町駅 埼玉県警16-6147382 SPH055177           

2021/06/24 南与野駅 埼玉県警12-2399546 F111219837          

2021/06/25 浦和駅西口 埼玉県警19-190995526 G8G01950            

2021/06/25 北浦和駅東口 淀川39485 G34G15438           

2021/06/25 北浦和駅東口 向島C-26159 U01070129           

2021/06/25 北浦和駅西口 埼玉県警20-205117989 GG0F30903           

2021/06/25 北浦和駅西口 埼玉県警15-5011767 T15AF258            

2021/06/25 北浦和駅西口 不明 SV7100338           

2021/06/28 3/4 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/06/24 岩槻駅 埼玉県警16-6039298 SNF103389           

2021/06/24 岩槻駅 埼玉県警15-5172907 S4K22774            

2021/06/24 岩槻駅 埼玉県警12-2484033 SLL061962           

2021/06/24 東岩槻駅 埼玉県警20-200372190 STK315625           

2021/06/25 岩槻駅 埼玉県警21-210553169 SUL034110           

合計： 62台

2021/06/28 4/4 ページ



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８４号 

さいたま市の発注する「鴨川第２８処理分区外下水道工事（南再－Ｒ３－３０１）」ほか８件の一

般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年７月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
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概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし
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た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者

実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４４８４－１１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 鴨川第２８処理分区外下水道工事（南再－Ｒ３－３０１）

工事場所 さいたま市中央区本町西５丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１８日まで

概要 改築工 管きょ更生工（φ250～450）1086.7m 耐震継手設置工（φ250～450）

72 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） １１９，３３９，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午前１０時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－５４３４－１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 五反田会館中規模修繕（建築）工事

工事場所 さいたま市見沼区大字南中丸１３７０番地５

履行期間 契約確定の日から令和４年１月３１日まで

概要 建具改修工事 内装改修工事 塗装改修工事 外構改修工事 外

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午前１１時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象

工事（受注者希望方式）である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・「五反田会館中規模修繕（電気設備）工事」又は「五反田会館中規模修繕（機

械設備）工事」の落札候補者が決まらないときは、開札後であっても本件入札を

中止する。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部保全管理課

電話 ０４８－８２９－１５１０

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－５４３４－３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 五反田会館中規模修繕（電気設備）工事

工事場所 さいたま市見沼区大字南中丸１３７０番地５

履行期間 契約確定の日から令和４年１月３１日まで

概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 拡声設備工事一式 誘導支援設備工事一

式 テレビ共同受信設備工事一式 自動火災報知設備工事一式 既存設備撤去工

事一式

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午前１１時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 電気工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象

工事（受注者希望方式）である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・「五反田会館中規模修繕（建築）工事」の落札候補者が決まらないときは、本

件入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。

・「五反田会館中規模修繕（機械設備）工事」の落札候補者が決まらないとき

は、開札後であっても本件入札を中止する。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部設備課

電話 ０４８－８２９－１８３９

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－５４３４－２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 五反田会館中規模修繕（機械設備）工事

工事場所 さいたま市見沼区大字南中丸１３７０番地５

履行期間 契約確定の日から令和４年１月３１日まで

概要 空調設備工事一式 換気設備工事一式 衛生器具設備工事一式 給水設備工事一

式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 ガス設備工事一式 既存設備撤去工

事一式

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午前１１時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象

工事（受注者希望方式）である。

・「五反田会館中規模修繕（建築）工事」又は「五反田会館中規模修繕（電気設

備）工事」の落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は

中止する場合がある。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部設備課

電話 ０４８－８２９－１８３９

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－５５５３－９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 大久保公民館・大久保支所エレベーター設置工事

工事場所 さいたま市桜区大字五関８３９番地２

履行期間 契約確定の日から令和４年３月２５日まで

概要 エレベーター増築工事 既存遡及改修工事 外構工事

予定価格（税込） １１８，４７０，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午後３時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象工

事（受注者希望方式）である。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部営繕課

電話 ０４８－８２９－１５２７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－２１５６－２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 さいたま市大宮駅西口公衆トイレ建設工事

工事場所 さいたま市大宮区錦町４９８番２の一部

履行期間 契約確定の日から令和４年２月１５日まで

概要 延べ面積 20.01 ㎡ ＲＣ造（ユニット品） 地上１階建て 機械設備工事・電気

設備工事・外構工事を含む 

予定価格（税込） ７８，１３３，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級。ただし、Ａ級については、当該業種で令和元年度又

は令和２年度のさいたま市優秀建設工事業者表彰を受賞していること又は平成３

１年１月１日から令和２年１２月３１日までの間に工事完成検査を受けた当該業

種の「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」の１件

以上の平均点が７６点以上であること（該当者については、本工事の入札情報公

開システムに掲載する「令和３年度建設工事の発注標準及び発注標準優秀施工者

について」を参照すること。）。 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象工

事（受注者希望方式）である。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部営繕課

電話 ０４８－８２９－１５２７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－４７６２－１２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 東部分団車庫建設工事

工事場所 さいたま市大宮区堀の内町１丁目９９番４外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月４日まで

概要 新築工事 延べ面積 98.91 ㎡ Ｓ造 地上２階建て 外構工事 

予定価格（税込） ６８，９１５，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象工

事（受注者希望方式）である。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部営繕課

電話 ０４８－８２９－１５２７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４３６５－２９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１２０３５号線外）

工事場所 さいたま市見沼区深作３丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 478.5m 幅員 4.0m、6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ形側溝 

（深 300）779m （深 300、横断仕様）153m 長尺Ｕ形側溝用集水桝（深 700）

19 箇所 舗装工 下層路盤（RC-40）283 ㎡ 上層路盤（C-30）283 ㎡ 不陸整

正（C-30）2220 ㎡ 表層 （透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5 ㎝）2221 ㎡ 

（再生密粒度 As、t＝5 ㎝）283 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は南区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－５２０７－６７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 大砂土東小学校プール改修工事

工事場所 さいたま市見沼区大和田町２丁目９９８番地

履行期間 契約確定の日から令和４年３月４日まで

概要 プール改修工事 更衣室棟の改築工事 既存校舎１階みんなのトイレ改修工事 

昇降口及び外部スロープ新設工事

予定価格（税込） １３３，６５０，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」の対象工

事（受注者希望方式）である。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部営繕課

電話 ０４８－８２９－１５２７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８５号

さいたま市の発注する「暮らしの道路測量業務（市道Ｏ２７２号線外１路線）」ほか４件の一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年７月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札
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書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４４５６－１２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 暮らしの道路測量業務（市道Ｏ２７２号線外１路線）

業務場所 さいたま市緑区大字南部領辻地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで

概要 路線延長 0.36km 設計業務 道路詳細設計 0.36km 測量業務 用地測量 1.13ha 

路線測量 0.36km 

予定価格（税込） １３，３１０，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午前１０時３０分

参
加
資
格

名簿登載業務 「建設コンサルタント／道路」及び「測量／測量一般」 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課

電話 ０４８－８４０－６２０５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４４５６－１３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 暮らしの道路測量業務（市道Ｌ２４８号線外１路線）

業務場所 さいたま市緑区大字三室地内

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで

概要 路線延長 0.24 ㎞ 設計業務 道路詳細設計 0.24 ㎞ 測量業務 用地測量

0.86ha 路線測量 0.24 ㎞ 

予定価格（税込） １０，７１４，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午前１０時４０分

参
加
資
格

名簿登載業務 「建設コンサルタント／道路」及び「測量／測量一般」 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課

電話 ０４８－８４０－６２０５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４４８７－２１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ３－１０６）

業務場所 さいたま市緑区大字大門地内

履行期間 契約確定の日から令和４年１月３１日まで

概要 延長 670m 実施設計 開削工法（内径 1200 ㎜未満）550m 推進工法（刃口・小

口径）430m 測量業務 現地測量 0.007  

予定価格（税込） １９，２９４，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午後３時１０分

参
加
資
格

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）

」の登録を受けている者が１人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４４８７－２２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ３－１１１）

業務場所 さいたま市浦和区常盤２丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 基本設計（合流式）6.4ha 実施設計（開削工法 内径 1200 ㎜未満）1480m 水

準測量 1.5 ㎞ 

予定価格（税込） １６，８３０，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午後３時２０分

参
加
資
格

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）

」の登録を受けている者が１人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４３５６－４２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 ３７条橋（戸崎橋）外３橋補修設計業務

業務場所 さいたま市大宮区桜木町４丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１８日まで

概要 設計計画一式 損傷箇所の現地調査・一般図作成一式 関係機関協議資料作成（

確認調査）一式 上部工・コンクリート補修設計一式 下部工補修設計一式 伸

縮装置補修設計一式 鋼部材補修設計一式 支承補修設計一式 地覆・高欄（防

護柵）補修設計一式 橋面防水工補修設計一式 

予定価格（税込） １２，２３２，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月１３日（火）午前９時から

令和３年７月１５日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月１６日（金）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２０日（火）午後３時４０分

参
加
資
格

名簿登載業務 建設コンサルタント／維持・補修、その他 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「鋼構造及びコンクリ

ート部門」の登録があること。 

業務実績等 本公告日において、平成２３年度以降、橋梁の新設工事、拡幅工事、耐震補強工

事又は補修工事の設計業務を元請として完成させた実績があること（共同企業体

としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－ 

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月５日（月）から

質問受付期間 令和３年７月 ５日（月）午前９時から

令和３年７月１２日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月１５日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８６号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。
令和３年７月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 上尾市大字原市７０番地４

 氏名 株式会社三基 代表取締役 鈴木 忠雄

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市桜区栄和六丁目１４５番１８

 指定の年月日 令和３年７月５日

 指定の番号 第南２１－０１０号

 道路の幅員 ４．００ｍ

 道路の延長 ３２．４６ｍ



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８７号 

市道路線認定に関する告示 

道路法（昭和 27 年法律第 180号）第８条第１項の規定に基づき、次のように市道の路線を認定したの

で、同法第９条の規定により告示する。 

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、北区、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北部

建設事務所土木管理課において、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課におい

て一般の縦覧に供する。 

令和３年７月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

整理番号 路線名 起点終点 重要な経過地 

１ Ｌ第１３６１号線

さいたま市緑区大字三室字北宿 2138 番 19 地先 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2138 番 19 地先

２ Ｍ第７３７号線

さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越 317 番 5 地先 

さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越 316 番 9 地先

３ Ｐ第６６７号線

さいたま市緑区大字大門字東裏 2966 番 41 地先 

さいたま市緑区大字大門字東裏 2966 番 13 地先

４ １２９０８号線

さいたま市見沼区大和田町二丁目 1214 番 4 地先 

さいたま市見沼区大和田町二丁目 1212 番 11 地先

５ ２２５９９号線

さいたま市見沼区大字大谷字八石 1890 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字大谷字八石 1890 番 2 地先

６ ２２６００号線

さいたま市見沼区大字南中丸字八幡 261 番 3 地先 

さいたま市見沼区大字南中丸字八幡 265 番 4 地先

７ ３２９５４号線

さいたま市西区大字内野本郷字本村 490 番 4 地先 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 491 番 14 地先

８ ３２９５５号線

さいたま市北区東大成町二丁目 674 番 11 地先 

さいたま市北区東大成町二丁目 674 番 17 地先

９ ３２９５６号線

さいたま市北区奈良町 152 番 3 地先 

さいたま市北区奈良町 152 番 1 地先

１０ ３２９５７号線

さいたま市北区奈良町 131 番 98 地先 

さいたま市北区奈良町 131 番 101 地先

１１ ３２９５８号線

さいたま市北区日進町一丁目 11 番 18 地先 

さいたま市北区日進町一丁目 20 番 7 地先



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

１２ ３２９５９号線

さいたま市西区三橋六丁目 583 番 13 地先 

さいたま市西区三橋六丁目 583 番 12 地先

１３ ３２９６０号線

さいたま市西区西大宮二丁目 18 番 76 地先 

さいたま市西区西大宮二丁目 18 番 73 地先

１４ ３２９６１号線

さいたま市北区奈良町 123 番 1 地先 

さいたま市北区奈良町 123 番 35 地先

１５ ３２９６２号線

さいたま市西区大字内野本郷字本村 538 番 1 地先 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 548 番 1 地先

１６ １ ７ ７ ７ 号 線

さいたま市岩槻区南平野一丁目 11 番 33 地先 

さいたま市岩槻区南平野一丁目 11 番 32 地先 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８８号

市道路線廃止に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を次のように廃止し

たので、同条第３項の規定において準用する、同法第９条の規定により告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

整理番号 路線名 起点終点 重要な経過地 

１ ２ ０ １８ ２号線

さいたま市大宮区天沼町一丁目 343 番 1 地先 

さいたま市大宮区天沼町一丁目 341 番地先 

２ ３ ０ ６４ ４号線

さいたま市北区奈良町 152 番 1 地先 

さいたま市北区奈良町 152 番 7 地先 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０８９号

道路の区域の決定に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように市道の区域を決定し

たので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、北区、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北部

建設事務所土木管理課において、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課におい

て一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

路線名 区間 幅員(ｍ) 延長(ｍ) 

Ｌ第１３６１号線

さいたま市緑区大字三室字北宿 2138 番 19 地先 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2138 番 19 地先

4.00 115.17 

Ｍ第７３７号線

さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越 317 番 5 地先 

さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越 316 番 9 地先

4.00 66.76 

Ｐ第６６７号線

さいたま市緑区大字大門字東裏 2966 番 41 地先 

さいたま市緑区大字大門字東裏 2966 番 13 地先

4.00 

～ 

6.00 

89.52 

１２９０８号線

さいたま市見沼区大和田町二丁目 1214 番 4 地先 

さいたま市見沼区大和田町二丁目 1212 番 11 地先

4.00 31.46 

２２５９９号線

さいたま市見沼区大字大谷字八石 1890 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字大谷字八石 1890 番 2 地先

5.00 12.44 

２２６００号線

さいたま市見沼区大字南中丸字八幡 261 番 3 地先 

さいたま市見沼区大字南中丸字八幡 265 番 4 地先

4.00 50.99 

３２９５４号線

さいたま市西区大字内野本郷字本村 490 番 4 地先 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 491 番 14 地先

4.30 79.50 

３２９５５号線

さいたま市北区東大成町二丁目 674 番 11 地先 

さいたま市北区東大成町二丁目 674 番 17 地先

4.20 57.32 

３２９５６号線

さいたま市北区奈良町 152 番 3 地先 

さいたま市北区奈良町 152 番 1 地先

4.50 83.13 

３２９５７号線

さいたま市北区奈良町 131 番 98 地先 

さいたま市北区奈良町 131 番 101 地先

4.00 38.59 

３２９５８号線

さいたま市北区日進町一丁目 11 番 18 地先 

さいたま市北区日進町一丁目 20 番 7 地先

4.50 126.80 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

３２９５９号線

さいたま市西区三橋六丁目 583 番 13 地先 

さいたま市西区三橋六丁目 583 番 12 地先

4.00 24.60 

３２９６０号線

さいたま市西区西大宮二丁目 18 番 76 地先 

さいたま市西区西大宮二丁目 18 番 73 地先

5.00 45.05 

３２９６１号線

さいたま市北区奈良町 123 番 1 地先 

さいたま市北区奈良町 123 番 35 地先

4.10 

～ 

6.00 

56.33 

３２９６２号線

さいたま市西区大字内野本郷字本村 538 番 1 地先 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 548 番 1 地先

5.00 98.88 

１ ７ ７ ７ 号 線

さいたま市岩槻区南平野一丁目 11 番 33 地先 

さいたま市岩槻区南平野一丁目 11 番 32 地先

4.00 48.71 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０９０号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し

たので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、北区及び大宮区はさいたま市建設局北部建設事務

所土木管理課において、緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供

する。 

令和３年７月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 県道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

さ い た ま

春 日 部 線

さいたま市西区三橋六丁目 189 番地先 

さいたま市西区三橋六丁目 190 番 1 地先 

前 

9.40 

～ 

9.75 

47.61 

さいたま市西区三橋六丁目 189 番地先 

さいたま市西区三橋六丁目 190 番 1 地先 
後 

9.75 

～ 

17.25

47.61 

川 口 上 尾 線

さいたま市大宮区浅間町二丁目 219 番 2 地先 

さいたま市大宮区浅間町二丁目 216 番 2 地先 

前 

11.80

～ 

16.20

14.00 

さいたま市大宮区浅間町二丁目 219 番 2 地先 

さいたま市大宮区浅間町二丁目 216 番 2 地先 

後 

11.80

～ 

12.00

14.00 

鴻 巣 桶 川

さ い た ま 線

さいたま市北区東大成町二丁目 269 番 1 地先 

さいたま市北区東大成町二丁目 454 番 1 地先 

前 

10.46

～ 

21.13

371.42 

さいたま市北区東大成町二丁目 269 番 1 地先 

さいたま市北区東大成町二丁目 454 番 1 地先 

後 

13.66

～ 

24.63

371.42 

大 谷 本 郷

さ い た ま 線

さいたま市西区三橋六丁目 210 番 1 番地先 

さいたま市西区三橋六丁目 190 番 1 地先 

前 

6.00 

～ 

6.01 

24.79 

さいたま市西区三橋六丁目 210 番 1 番地先 

さいたま市西区三橋六丁目 190 番 1 地先 

後 8.92 24.79 

さいたま市西区三橋六丁目 5 番地先 

さいたま市西区三橋六丁目 5 番地先 

前 

5.74 

～ 

6.27 

8.97 

さいたま市西区三橋六丁目 5 番地先 

さいたま市西区三橋六丁目 5 番地先 

後 

5.74 

～ 

12.92

8.97 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

２ 道路の種類 市道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

Ｌ第２２３号線

さいたま市緑区大字三室字北宿 2188 番 1 地先 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2187 番 2 地先 

前 1.82 80.90 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2185 番 1 地先 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2186 番 1 地先 

後 2.02 74.48 

Ｌ第６４８号線

さいたま市緑区大字大牧字梅所 1482 番 2 地先 

さいたま市緑区大字大牧字梅所 1484 番 1 地先 

前 

2.74 

～ 

3.38 

91.81 

さいたま市緑区大字大牧字梅所 1482 番 2 地先 

さいたま市緑区大字大牧字梅所 1484 番 1 地先 

後 

3.38 

～ 

4.02 

91.81 

３０７９０号線

さいたま市北区日進町二丁目 1695 番 3 地先 

さいたま市北区日進町二丁目 1679 番 1 地先 

前 

3.64 

～ 

3.84 

222.42 

さいたま市北区日進町二丁目 1695 番 3 地先 

さいたま市北区日進町二丁目 1679 番 1 地先 

後 

4.00 

～ 

4.01 

222.42 

３０７９１号線

さいたま市北区日進町二丁目 1743 番 1 地先 

さいたま市北区日進町二丁目 1745 番 3 地先 

前 3.82 70.89 

さいたま市北区日進町二丁目 1743 番 1 地先 

さいたま市北区日進町二丁目 1745 番 3 地先 

後 4.00 70.89 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０９１号

道路の供用開始に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始す

るので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、北区、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北部

建設事務所土木管理課において、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課におい

て一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 県道

路線名 区間 供用開始年月日 

鴻 巣 桶 川 

さ い た ま 線

さいたま市北区東大成町二丁目 269 番 1 地先 

さいたま市北区東大成町二丁目 454 番 1 地先 

令和 3 年 7 月 6 日

２ 道路の種類 市道

路線名 区間 供用開始年月日 

Ｌ 第 ２ ２ ３ 号 線 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2185 番 1 地先 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2186 番 1 地先

令和 3 年 7 月 6 日

Ｌ 第 ６ ４ ８ 号 線 

さいたま市緑区大字大牧字梅所 1482 番 2 地先 

さいたま市緑区大字大牧字梅所 1484 番 1 地先

令和 3 年 7 月 6 日

Ｌ第１３６１号線 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2138 番 19 地先 

さいたま市緑区大字三室字北宿 2138 番 19 地先

令和 3 年 7 月 6 日

Ｍ 第 ７ ３ ７ 号 線 

さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越 317 番 5 地先 

さいたま市南区大字広ヶ谷戸字稲荷越 316 番 9 地先

令和 3 年 7 月 6 日

Ｐ 第 ６ ６ ７ 号 線 

さいたま市緑区大字大門字東裏 2966 番 41 地先 

さいたま市緑区大字大門字東裏 2966 番 13 地先
令和 3 年 7 月 6 日

１ ２ ９ ０ ８ 号 線

さいたま市見沼区大和田町二丁目 1214 番 4 地先 

さいたま市見沼区大和田町二丁目 1212 番 11 地先
令和 3 年 7 月 6 日

２ ２ ６ ０ ０ 号 線

さいたま市見沼区大字南中丸字八幡 261 番 3 地先 

さいたま市見沼区大字南中丸字八幡 265 番 4 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ０ ７ ９ ０ 号 線 

さいたま市北区日進町二丁目 1695 番 3 地先 

さいたま市北区日進町二丁目 1679 番 1 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ０ ７ ９ １ 号 線 

さいたま市北区日進町二丁目 1743 番 1 地先 

さいたま市北区日進町二丁目 1745 番 3 地先 

令和 3 年 7 月 6 日
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３ ２ ９ ５ ４ 号 線

さいたま市西区大字内野本郷字本村 490 番 4 地先 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 491 番 14 地先
令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ５ ５ 号 線 

さいたま市北区東大成町二丁目 674 番 11 地先 

さいたま市北区東大成町二丁目 674 番 17 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ５ ６ 号 線 

さいたま市北区奈良町 152 番 3 地先 

さいたま市北区奈良町 152 番 1 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ５ ７ 号 線 

さいたま市北区奈良町 131 番 98 地先 

さいたま市北区奈良町 131 番 101 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ５ ８ 号 線 

さいたま市北区日進町一丁目 11 番 18 地先 

さいたま市北区日進町一丁目 20 番 7 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ５ ９ 号 線 

さいたま市西区三橋六丁目 583 番 13 地先 

さいたま市西区三橋六丁目 583 番 12 地先

令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ６ ０ 号 線 

さいたま市西区西大宮二丁目 18 番 76 地先 

さいたま市西区西大宮二丁目 18 番 73 地先
令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ６ １ 号 線 

さいたま市北区奈良町 123 番 1 地先 

さいたま市北区奈良町 123 番 35 地先
令和 3 年 7 月 6 日

３ ２ ９ ６ ２ 号 線 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 538 番 1 地先 

さいたま市西区大字内野本郷字本村 548 番 1 地先
令和 3 年 7 月 6 日

１ ７ ７ ７ 号 線 

さいたま市岩槻区南平野一丁目 11 番 33 地先 

さいたま市岩槻区南平野一丁目 11 番 32 地先 
令和 3 年 7 月 6 日
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さいたま市告示第１０９２号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線

共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定に基づき次のとおり告示する。

令和３年７月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

道路の種類 路線名 区間 
指定の部

分 

県道 
さいたま 

春日部線 

さいたま市大宮区高鼻町 2 丁目 69 番 10 地先から 

さいたま市大宮区堀の内町 3 丁目 70 番 1 地先ま

で

上下線 
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さいたま市告示第１０９３号 

令和３年度さいたま市本庁舎整備等検討支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和３年７月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

令和３年度さいたま市本庁舎整備等検討支援業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 外

 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

 履行期間

契約締結の日から令和４年３月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「計画策定」で登載されており、受注希望業務が「総合計画」で

登載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 平成 23年度以降に指定都市又は中核市における市役所本庁舎整備の基本構想又は基本計画策

定に係る業務の契約実績を有し、かつ誠実に履行した者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

 交付場所
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さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 

担当 企画・地方創生推進担当 

電話 ０４８－８２９－１０３３ ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９７ 

 交付期間

告示の日から令和３年７月１２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年７月１４日（水）午後１時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所
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ア 日時

令和３年７月１９日（月）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 西会議棟 第６会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年７月１９日（月） 入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 分権・広域行政担当

電話 ０４８－８２９－１０６４ ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９７

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

契約条項等は、さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p082281.html
 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１０９４号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年７月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

（1）はり札                    ６４７ 枚 

（2）立看板                     ２４ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市役所都市局南部都市・公園管理事務所管理課都市管理係 

(２) 電話 ０４８（８４０）６１７８ 



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 桜区 はり札 53 令和3年6月4日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月4日 17時00分

2 浦和区 はり札 4 令和3年6月8日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月8日 17時00分

3 浦和区 立看板 2 令和3年6月8日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月8日 17時00分

4 南区 はり札 6 令和3年6月8日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月8日 17時00分

5 緑区 はり札 52 令和3年6月8日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月8日 17時00分

6 南区 はり札 38 令和3年6月14日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月14日 17時00分

7 浦和区 はり札 18 令和3年6月14日
10時00分
から

11時00分
令和3年6月14日 11時30分

8 浦和区 はり札 55 令和3年6月15日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月15日 17時00分

9 浦和区 立看板 8 令和3年6月15日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月15日 17時00分

10 中央区 はり札 60 令和3年6月18日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月18日 17時00分

11 南区 はり札 53 令和3年6月22日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月22日 17時00分

12 浦和区 はり札 1 令和3年6月23日
14時00分
から

15時30分
令和3年6月23日 15時30分

13 浦和区 立看板 2 令和3年6月23日
14時00分
から

15時30分
令和3年6月23日 15時30分

14 中央区 はり札 8 令和3年6月23日
14時00分
から

15時30分
令和3年6月23日 15時30分

15 中央区 立看板 3 令和3年6月23日
14時00分
から

15時30分
令和3年6月23日 15時30分

16 南区 はり札 54 令和3年6月25日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月25日 17時00分

17 桜区 はり札 30 令和3年6月28日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月28日 17時00分

18 桜区 立看板 3 令和3年6月28日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月28日 17時00分

19 南区 はり札 210 令和3年6月28日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月28日 17時00分

20 浦和区 はり札 5 令和3年6月28日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月28日 17時00分

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和3年7月6日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和3年7月6日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考

21 南区 立看板 4 令和3年6月28日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月28日 17時00分

22 浦和区 立看板 2 令和3年6月28日
8時30分
から

17時00分
令和3年6月28日 17時00分

23

24 計 はり札 647

25 計 立看板 24

26
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さいたま市告示第１０９５号

さいたま市都市計画公聴会則(平成１４年規則第１０１号)第２条の規定により、さいたま都市計画下水
道を変更することについて、都市計画の案を次のとおり告示し、縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、公述を希望する場合は、公述申出書を提出することができる。

公述申出書の提出があった場合、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定

により、都市計画の変更に関する公聴会を開催するので次のとおり告示する。

令和３年７月６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 都市計画の名称

さいたま都市計画下水道

２ 都市計画の変更案の縦覧期間及縦覧場所

 縦覧期間 令和３年７月７日（水）から令和３年７月２１日（水）まで

ただし、土・日曜日は除く

 縦覧場所 建設局下水道部下水道計画課、

北部建設事務所下水道建設課、南部建設事務所下水道建設課

３ 公述申出書の提出期間及び提出先

提出期間 令和３年７月７日（水）から令和３年７月２１日（水）まで

 ただし、土・日曜日は除く

 提 出 先 建設局下水道部下水道計画課

４ 公聴会の開催日時及び場所

 開催日時 令和３年８月２５日（水） １４時から

 開催場所 ときわ会館 

５ 連絡先

 担当  さいたま市役所 建設局 下水道部 下水道計画課 計画第１係

 電話  ０４８（８２９）１５６６

 ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７５



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０９６号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。
令和３年７月６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 （省略）

 氏名 （省略）

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市中央区円阿弥七丁目３０７番１０

 指定の年月日 令和３年７月６日

 指定の番号 第南２１－０１１号

 道路の幅員 ４．００ｍ

 道路の延長 ２８．０９ｍ



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０９７号

 令和３年６月１４日さいたま市告示第９８４号及び令和３年６月２１日さいたま市告示第１０１６号に

おいて公告した一般競争入札について、次のとおり入札を中止したので、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により公示する。

令和３年７月６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 中止とした一般競争入札

 契約整理番号 ０３－１６５５－４

   工事名 日進公園コミュニティセンター中規模修繕（建築）工事

   工事場所 さいたま市北区日進町１丁目３１２番地２

 契約整理番号 ０３－１６５５－７

   工事名 日進公園コミュニティセンター中規模修繕（電気設備）工事

   工事場所 さいたま市北区日進町１丁目３１２番地２

２ 中止とした理由

  「日進公園コミュニティセンター中規模修繕（機械設備）工事」が不調となったため。



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０９８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

 さいたま市西区大字島根字前７８７番３、７８７番４

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都西東京市芝久保町四丁目２６番３号

株式会社 東栄住宅

代表取締役 佐藤 千尋

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ５ 月 ６ 日

第開‐Ｎ２０２１００５号

４ 検査済証番号

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日

第完‐Ｎ２０２１００５号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１０９９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市見沼区大字南中野字西浦２４９番６の一部、２４９番９の一部、２４９番１０、

２４９番１１（第２工区）

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

越谷市南越谷一丁目２１番地２

 株式会社 中央住宅 代表取締役 品川 典久

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日

第変３Ｎ２０１９１１５号

４ 検査済証番号

 令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日

第完２Ｎ２０１９１１５号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１００号

地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

   地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示の一部を改正する告示

 地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示（令和３年さいたま市告示第５２０号）の一部を

次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあ

っては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

○別表 ○別表

第１欄 第２欄 第３欄

 ［略］

規則第

３条第

２号ニ

 ［略］ 地方税手続電子証明書（

さいたま市市税に係る情

報通信技術を活用した行

政の推進に関する要綱（

平成１７年告示第１１１

８号。以下「オンライン

化要綱」という。）第７

条第２項に規定する電子

証明書（規則第３条第２

号ハに規定する署名用電

子証明書に該当するもの

を除く。）をいう。）及

び当該地方税手続電子証

明書により確認される電

子署名（オンライン化要

綱第７条第２項に規定す

る電子署名をいう。以下

「電子署名」という。）

が行われた当該提供に係

る情報の送信を受けるこ

と（個人番号利用事務実

施者が提供を受ける場合

に限る。）

 ［略］

第１欄 第２欄 第３欄

 ［略］

規則第

３条第

２号ニ

 ［略］ 地方税手続電子証明書

（さいたま市市税に係

る行政手続等における

情報通信の技術の利用

に関する要綱（平成１

７年告示第１１１８

号。以下「オンライン

化要綱」という。）第

７条第２項に規定する

電子証明書（規則第３

条第２号ハに規定する

署名用電子証明書に該

当するものを除く。）

をいう。）及び当該地

方税手続電子証明書に

より確認される電子署

名（オンライン化要綱

第７条第２項に規定す

る電子署名をいう。以

下「電子署名」とい

う。）が行われた当該

提供に係る情報の送信

を受けること（個人番

号利用事務実施者が提

供を受ける場合に限

る。）

 ［略］

   附 則

 この告示は、公布の日から施行する。



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１０１号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年７月１３日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

７月

２日
猫 北区東大成町 雑種 めす 黒

２～４

週齢
無 負傷動物

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１０２号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

差押書

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

  （省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（６４６）３０４３ 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１０３号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区大字二ツ宮字大町前４９９番１、４９９番６

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

第開－Ｎ２０２０１０５号

４ 検査済証番号

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日

第完－Ｎ２０２０１０５号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１０４号 

 令和３年さいたま市議会６月定例会において議決された次の補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別紙のとおり（別紙省略）公表する。 

令和３年７月７日

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）

２ 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（第５号）



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１０５号

 さいたま市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱の一部を改正する告

示を次のように定める。

令和３年７月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人



   さいたま市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

の一部を改正する告示

 さいたま市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱（平

成１７年さいたま市告示第１１１８号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

   さいたま市市税に係る情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する要綱 

   さいたま市市税に係る行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この告示は、別に定めるもののほか、市税

に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信技術を利用する方法により行う

場合について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この告示は、別に定めるもののほか、市税

に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法によ

り行わせ、又は行う場合について必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義）  （定義） 

第２条 この告示において使用する用語は、特別の

定めがある場合を除くほか、さいたま市情報通信

技術を活用した行政の推進に関する条例（平成１

８年さいたま市条例第６６号。以下「条例」とい

う。）及びさいたま市情報通信技術を活用した行

政の推進に関する条例施行規則（平成１８年さい

たま市規則第１５４号。以下「規則」という。）

において使用する用語の例による。 

第２条 この告示において使用する用語は、特別の

定めがある場合を除くほか、さいたま市行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例（

平成１８年さいたま市条例第６６号。以下「条例

」という。）及びさいたま市市長の所管する行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する規

則（平成１８年さいたま市規則第１５４号。以下

「規則」という。）において使用する用語の例に

よる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（申請等の指定） （申請等の指定） 

第３条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「法

」という。）第６条第１項又は条例第３条第１項

の規定により、電子情報処理組織を使用する方法

により行うことができる地方税に関する法令又は

条例等に規定する申請等は、別表第１左欄に掲げ

る電子情報処理組織の区分に応じ、同表中欄に掲

げる申請等とする。 

第３条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「法

」という。）第６条第１項又は条例第３条第１項

の規定により、電子情報処理組織を使用して行わ

せることができる地方税に関する法令又は条例等

に規定する申請等は、別表第１左欄に掲げる電子

情報処理組織の区分に応じ、同表中欄に掲げる申

請等とする。 



（処分通知等の指定） （処分通知等の指定） 

第４条 法第７条第１項又は条例第４条第１項の規

定により、電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことができる地方税に関する法令又は条例

等に規定する処分通知等は、地方税ポータルシス

テムを使用する方法により行う別表第２に掲げる

処分通知等とする。 

第４条 法第７条第１項又は条例第４条第１項の規

定により、電子情報処理組織を使用して行うこと

ができる地方税に関する法令又は条例等に規定す

る処分通知等は、地方税ポータルシステムを使用

して行う別表第２に掲げる処分通知等とする。 

（届出の指定） （届出の指定） 

第５条 前２条に規定するもののほか、市税の賦課

徴収に関して市長が必要と認める届出で、地方税

ポータルシステムを使用する方法により行うこと

ができるものは、別表第３に掲げる届出とする。

第５条 前２条に規定するもののほか、市税の賦課

徴収に関して市長が必要と認める届出で、地方税

ポータルシステムを使用して行わせることができ

るものは、別表第３に掲げる届出とする。 

（事前届出等） （事前届出等） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ 前項の規定による届出を行おうとする者は、当

該届出に係る事項について電子署名を行い、当該

電子署名に係る電子証明書（市長等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録すること

ができる電子証明書に限る。以下同じ。）を当該

届出事項と併せて、市長に送信しなければならな

い。ただし、届出を行おうとする者が、税理士法

（昭和２６年法律第２３７号）第２条第１項第２

号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱

を受けた者が地方税ポータルシステムを使用する

方法により市税に係る申請等を行う場合において、

委嘱を受けた者に係る電子署名及び電子証明書を

送信して届出を行うときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出をしようとする者は、当

該届出に係る事項について電子署名を行い、当該

電子署名に係る電子証明書（市長等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録すること

ができる電子証明書に限る。以下同じ。）を当該

届出事項と併せて、市長に送信しなければならな

い。ただし、届出をしようとする者が、税理士法

（昭和２６年法律第２３７号）第２条第１項第２

号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱

を受けた者が地方税ポータルシステムを使用して

市税に係る申請等を行う場合において、委嘱を受

けた者に係る電子署名及び電子証明書を送信して

届出を行うときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出を受理したと

きは、当該届出を行った者に対し、識別符号（地

方税ポータルシステムを使用する方法により市税

に係る申請等を行う者（以下「利用者」という。

）を特定するために、利用者ごとに付与する符号

をいう。以下同じ。）及び暗証符号（利用者を特

定する際の地方税ポータルシステムの安全性の確

保を目的として用いる符号であって、利用者ごと

に付与するものをいう。以下同じ。）を通知する

ものとする。ただし、当該届出を行った者が、既

に本市以外の運営団体から識別符号及び暗証符号

を付与されているときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出を受理したと

きは、当該届出をした者に対し、識別符号（地方

税ポータルシステムを使用する方法により市税に

係る申請等を行う者（以下「利用者」という。）

を特定するために、利用者ごとに付与する符号を

いう。以下同じ。）及び暗証符号（利用者を特定

する際の地方税ポータルシステムの安全性の確保

を目的として用いる符号であって、利用者ごとに

付与するものをいう。以下同じ。）を通知するも

のとする。ただし、当該届出をした者が、既に本

市以外の運営団体から識別符号及び暗証符号を付

与されているときは、この限りでない。 

４ 第１項の規定による届出を行った者は、その届

け出た事項に変更が生じたときは、速やかにその

旨を、その者の使用に係る電子計算機から入力し、

市長に届け出なければならない。第２項の規定に

より送信した電子証明書に記録された事項に変更

が生じ、又は当該電子証明書の有効期間が満了し

たときも、同様とする。 

４ 第１項の規定による届出をした者は、その届け

出た事項に変更が生じたときは、速やかにその旨

を、その者の使用に係る電子計算機から入力し、

市長に届け出なければならない。第２項の規定に

より送信した電子証明書に記録された事項に変更

が生じ、又は当該電子証明書の有効期間が満了し

たときも、同様とする。 



５ 第１項の規定による届出を行った者は、地方税

ポータルシステムの使用を停止したときは、速や

かにその旨を市長に届け出なければならない。 

５ 第１項の規定による届出をした者は、地方税ポ

ータルシステムの使用を停止したときは、速やか

にその旨を市長に届け出なければならない。 

（地方税ポータルシステムによる市税に係る申請

等） 

（地方税ポータルシステムによる市税に係る申請

等） 

第８条 利用者は、機構が利用者に対して提供する

利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有

するものを用いて、市長等の使用に係る電子計算

機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備え

た電子計算機から、当該市税に係る申請等に係る

事項並びに前条第３項の識別符号及び暗証符号を

入力して、当該市税に係る申請等の情報に電子署

名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せ

てこれらを送信しなければならない。ただし、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為

をすることを要しない。 

第８条 利用者は、機構が利用者に対して提供する

利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有

するものを用いて、市長等の使用に係る電子計算

機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備え

た電子計算機から、当該市税に係る申請等に係る

事項並びに前条第３項の識別符号及び暗証符号を

入力して、当該市税に係る申請等の情報に電子署

名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せ

てこれらを送信しなければならない。ただし、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為

をすることを要しない。 

 ［略］    ［略］ 

 市税に係る申請等を行おうとする者が、税理

士法第２条第１項第２号に規定する税務書類の

作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が地方税ポ

ータルシステムを使用する方法により当該市税

に係る申請等を行う場合 当該申請等の情報に

当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子

署名に係る電子証明書を送信すること。 

 市税に係る申請等を行おうとする者が、税理

士法第２条第１項第２号に規定する税務書類の

作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が地方税ポ

ータルシステムを使用して当該市税に係る申請

等を行う場合 当該申請等の情報に当該者に係

る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る

電子証明書を送信すること。 

２ 地方税ポータルシステムを使用する方法により

市税に係る申請等を行う場合において、市長は、

当該市税に係る申請等について規定した地方税に

関する法令又は条例等の規定により添付すべきこ

ととされている書面等（以下「添付書面等」とい

う。）（当該添付書面等が登記事項証明書である

ときを除く。）に記載されている事項又は記載す

べき事項を併せて入力して送信させることをもっ

て、当該添付書面等の提出に代えさせることがで

きる。 

２ 地方税ポータルシステムを使用して市税に係る

申請等が行われる場合において、市長は、当該市

税に係る申請等について規定した地方税に関する

法令又は条例等の規定により添付すべきこととさ

れている書面等（以下「添付書面等」という。）

（当該添付書面等が登記事項証明書であるときを

除く。）に記載されている事項又は記載すべき事

項を併せて入力して送信させることをもって、当

該添付書面等の提出に代えさせることができる。

３ 地方税ポータルシステムを使用する方法により

市税に係る申請等を行う場合において、添付書面

等が登記事項証明書であるときは、市長は、これ

に代わるべき電気通信回線による登記情報の提供

に関する法律（平成１１年法律第２２６号）第２

条第１項に規定する登記情報の送信を同法第３条

第１項の規定による指定を受けた者から受けるの

に必要な情報であって、当該者から送信を受けた

ものを送信させることをもって、当該添付書面等

の提出に代えさせることができる。 

３ 地方税ポータルシステムを使用して市税に係る

申請等が行われる場合において、添付書面等が登

記事項証明書であるときは、市長は、これに代わ

るべき電気通信回線による登記情報の提供に関す

る法律（平成１１年法律第２２６号）第２条第１

項に規定する登記情報の送信を同法第３条第１項

の規定による指定を受けた者から受けるのに必要

な情報であって、当該者から送信を受けたものを

送信させることをもって、当該添付書面等の提出

に代えさせることができる。 

４ 規則第５条第２項第４号の市長が定める電子証

明書は、機構により地方税ポータルシステムを使

用する方法により市税に係る申請等を行う場合に

利用することが認められた電子証明書とする。 

４ 規則第４条第２項第３号の市長が定める電子証

明書は、機構により地方税ポータルシステムを使

用して市税に係る申請等を行う場合に利用するこ

とが認められた電子証明書とする。 



（書面の特例等） （書面の特例等） 

第９条 税理士法の規定により税務代理をする税理

士が、電子情報処理組織を使用する方法により行

う当該代理をする市税に係る申請等の情報に電子

署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当

該市税に係る申請等と併せて送信したときは、こ

れを同法第３０条の規定により提出しなければな

らないとされる書面の提出があったものとみなす

ことができる。 

第９条 税理士法の規定により税務代理をする税理

士が、電子情報処理組織を使用して行う当該代理

をする市税に係る申請等の情報に電子署名を行い、

当該電子署名に係る電子証明書を当該市税に係る

申請等と併せて送信したときは、これを同法第３

０条の規定により提出しなければならないとされ

る書面の提出があったものとみなすことができる。

２ 税理士法第３３条第１項及び第２項並びに第３

３条の２第３項の規定による市税に係る申請等に

おいて記載すべき事項とされる署名は、電子情報

処理組織を使用する方法により行う市税に係る申

請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係

る電子証明書を当該市税に係る申請等と併せて送

信することをもって、当該署名に代えることがで

きる。 

２ 税理士法第３３条第１項及び第２項並びに第３

３条の２第３項の規定による市税に係る申請等に

おいて記載すべき事項とされる署名等は、電子情

報処理組織を使用して行う市税に係る申請等の情

報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証

明書を当該市税に係る申請等と併せて送信するこ

とをもって、当該署名等に代えることができる。

（地方税ポータルシステムによる処分通知等） （地方税ポータルシステムによる処分通知等） 

第１０条 地方税ポータルシステムを使用する方法

により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等

の対象者の使用に係る電子計算機と電気通信回線

を通じて通信できる機能を備えた市長等の使用に

係る電子計算機から、当該処分通知等につき規定

した法令又は条例等の規定において書面等に記載

すべきこととされている事項を入力して、当該処

分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名

に係る電子証明書と併せてこれらを送信すること

により、当該処分通知等を行うものとする。 

第１０条 市長が地方税ポータルシステムを使用し

て処分通知等を行う場合は、当該処分通知等の対

象者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通

じて通信できる機能を備えた市長等の使用に係る

電子計算機から、当該処分通知等につき規定した

法令又は条例等の規定において書面等に記載すべ

きこととされている事項を入力して、当該処分通

知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係

る電子証明書と併せてこれらを送信することによ

り、当該処分通知等を行うものとする。 

（機構の定める事項の遵守） （機構の定める事項の遵守） 

第１１条 地方税ポータルシステムを使用する方法

により市税に係る手続等を行うときは、その使用

に関し機構が定める事項を遵守しなければならな

い。 

第１１条 地方税ポータルシステムを使用して市税

に係る行政手続等を行うときは、その使用に関し

機構が定める事項を遵守しなければならない。 

   附 則

 この告示は、公布の日から施行する。 





公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮　４８０　ち　５１５０
交付年月日　　　　　 令和２年１１月１１日
初度検査年月　　　　　　　　　　　　　 令和２年１１月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 軽自動車
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 貨物
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　 バン
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スズキ
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　 （４）２人
最大積載量 （２５０）３５０kg
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　 ９００ｋｇ
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　 （１３７０）１３６０ｋｇ
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　 ＤＡ１７Ｖ－４９７６００
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３３９ｃｍ
幅　　　　                                    １４７ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １８９ｃｍ
前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 ４６０ｋｇ
後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 ４４０ｋｇ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＨＢＤ－ＤＡ１７Ｖ
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 Ｒ０６Ａ
総排気量又は定格出力　　　　　　　 ０．６５Ｌ
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　 ガソリン

１８０１４
００４２

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和４年１１月１０日
以上、自動車検査証の表示

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

スズキ　エブリイ　令和２年式　ムーンライトバイオレットパールメタリック　走行距離　0.34万キロ

1

車両番号

868,000

北１

類別区分番号

に取り付けられたドライブレコーダー（JVCケンウッド社製、黒色、取付位置：フロントガラス内側上部）

スズキ　エブリイ　令和２年式　ムーンライトバイオレットパールメタリック　走行距離　0.34万キロ

1

型式指定番号

90,000

に取り付けられたドライブレコーダー（JVCケンウッド社製、黒色、取付位置：リアガラス内側上部）
1

スズキ　エブリイ　令和２年式　ムーンライトバイオレットパールメタリック　走行距離　0.34万キロ

スズキ　エブリイ　令和２年式　ムーンライトバイオレットパールメタリック　走行距離　0.34万キロ
に取り付けられたカーナビゲーション（Panasonic社製、黒色、取付位置：ダッシュボードの上）

1





公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮　３５４　り　８０００
登録年月日／交付年月日　　　　　 令和２年１２月２３日
初度登録年月　　　　　　　　　　　　　 平成１８年４月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 普通
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　乗用
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　ステーションワゴン
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヨタ
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　７人
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　１７４０ｋｇ
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　２１２５ｋｇ
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＣＲ５０－７０２２８８７
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４７９ｃｍ
幅　　　　                                    １８０ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７３ｃｍ
前前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　１０２０ｋｇ
後後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　７２０ｋｇ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＢＡ－ＡＣＲ５０Ｗ
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 ２ＡＺ
総排気量又は定格出力　　　　　　　 ２．３６Ｌ
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　ガソリン

１５２７０
００６５

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和４年１２月２２日
以上、登録事項等証明書　現在記録の表示

北2

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

トヨタ　エスティマ　平成18年式　ブラック　 走行距離　11万キロ
自動車登録番号又は車両番号

10,000 94,500 1

型式指定番号
類別区分番号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１０８号

（仮称）市民会館うらわ管理運営計画策定等支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年７月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

（仮称）市民会館うらわ管理運営計画策定等支援業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

契約締結の日から令和４年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「計画策定」の受注希望業務「その他の計画策定」で登載されて

いる者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者。 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者。 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約か

らの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を

受けている期間がない者であること。 

 平成２８年度以降に国又は地方公共団体において、同種業務の契約を締結し、履行した実績が 

あること。 

３ 入札説明書の交付等 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 

 交付等場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

担当：文化施設係 電話 ０４８（８２９）１２２７ 

 交付等期間 

告示の日から令和３年７月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付等費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と 

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において 

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

(2) 交付日時 

令和３年７月２８日（水）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年７月３０日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３ 
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年７月３０日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範 

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

電話 ０４８（８２９）１２２７ FAX ０４８（８２９）１９９６ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

電話 ０４８（８２９）１２２７ FAX ０４８（８２９）１９９６ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定 

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ 

とはできない。 

 契約条項等は、さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１０９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市大宮区三橋一丁目２５５番１、２５５番３、２５６番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 東京都武蔵野市境二丁目２番２号

 株式会社 飯田産業 代表取締役 千葉 雄二郎

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ６ 月 ２ 日

 第変２Ｎ２０１９１６０号

４ 検査済証番号

 令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日

第完－Ｎ２０１９１６０号
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さいたま市告示第１１１０号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年７月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

 (１) はり札      ２２６枚 

(２) 立看板        ３４個 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市北区本郷町１８７２番地 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市 都市局北部都市・公園管理事務所 管理課 都市管理係 

(２) 電話 ０４８（６４６）３１７８ 



名称または種類 数　量
単
位

年　月　日 時　間 年　月　日 時　間

1 北区 はり札 1 枚 4月1日
10:45
から
12:15

4月1日 12時15分

2 見沼区 はり札 32 枚 4月18日
13:00
から
14:00

4月18日 14時00分

3 北区 はり札 4 枚 4月20日
10:45
から
13:00

4月20日 13時00分

4 北区 はり札 2 枚 4月22日
11:00
から
12:00

4月22日 12時00分

5 見沼区 はり札 11 枚 4月24日
16:00
から
17:00

4月24日 17時00分

6 北区 はり札 1 枚 4月26日
11:00
から
12:00

4月26日 12時00分

7 北区 はり札 2 枚 4月26日
13:00
から
14:00

4月26日 14時00分

8 北区 はり札 4 枚 4月30日
11:00
から
13:00

4月30日 13時00分

9 見沼区 はり札 20 枚 5月5日
11:00
から
12:00

5月5日 12時00分

10 北区 はり札 3 枚 5月7日
11:00
から
13:00

5月7日 13時00分

11 見沼区 はり札 4 枚 5月9日
9:00
から
10:00

5月9日 10時00分

12 北区 はり札 1 枚 5月11日
9:00
から
11:00

5月11日 11時00分

13 北区 はり札 14 枚 5月13日
9:00
から
11:00

5月13日 11時00分

14 北区 はり札 16 枚 5月13日
11:00
から
13:00

5月13日 13時00分

15 北区 はり札 3 枚 5月17日
9:00
から
11:00

5月17日 11時00分

16 北区 はり札 4 枚 5月17日
12:00
から
13:00

5月17日 13時00分

17 見沼区 はり札 14 枚 5月18日
13:30
から
16:00

5月18日 16時00分

18 北区 立看板 1 個 5月18日
13:30
から
16:00

5月18日 16時00分

19 見沼区 はり札 8 枚 5月22日
9:00
から
10:00

5月22日 10時00分

20 北区 はり札 2 枚 5月24日
11:00
から
13:00

5月24日 13時00分

21 岩槻区 はり札 1 枚 5月25日
13:30
から
16:00

5月25日 16時00分

 広告物及び掲出物件告示リスト
告示年月日　令和3年7月8日

番号 放置されていた場所
保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時

備考



名称または種類 数　量
単
位

年　月　日 時　間 年　月　日 時　間

 広告物及び掲出物件告示リスト
告示年月日　令和3年7月8日

番号 放置されていた場所
保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時

備考

22 北区 立看板 2 個 5月28日
10:50
から
11:30

5月28日 11時30分

23 見沼区 はり札 10 枚 5月30日
10:00
から
11:00

5月30日 11時00分

24 見沼区 はり札 12 枚 6月5日
11:00
から
12:00

6月5日 12時00分

25 大宮区　北区 立看板 11 個 6月8日
13:30
から
17:00

6月8日 17時00分

26 大宮区　北区　見沼区 はり札 35 枚 6月11日
13:30
から
16:30

6月11日 16時30分

27 大宮区　北区　見沼区 立看板 12 個 6月11日
13:30
から
16:30

6月11日 16時30分

28 見沼区 はり札 5 枚 6月13日
8:00
から
9:00

6月13日 9時00分

29 西区 はり札 8 枚 6月18日
9:00
から
11:30

6月18日 11時30分

30 北区　西区 立看板 4 個 6月18日
9:00
から
11:30

6月18日 11時30分

31 見沼区　岩槻区 立看板 4 個 6月25日
9:00
から
14:00

6月25日 14時00分

32 大宮区　見沼区 はり札 9 枚 6月28日
13:30
から
16:30

6月28日 16時30分

はり札 226 枚

立看板 34 個

　合　　計
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さいたま市告示第１１１１号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年７月１３日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和３年７月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

７月

７日
猫 緑区高畑 雑種 オス 白茶

1～2ヵ
月齢

無 負傷動物

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第１１１２号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。

 なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。

令和３年７月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達する書類

令和３年度固定資産税・都市計画税納税通知書

２ 送達を受ける者の氏名等

   別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所財政局南部市税事務所資産課税課家屋第１係

 電話 ０４８（８２９）１５７２
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さいたま市告示第１１１３号

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 

 なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和３年７月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達する書類 

  令和３年度 固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受ける者の氏名等 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

 担当 さいたま市財政局北部市税事務所資産課税課 

 電話 ０４８（６４６）３１２０  
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さいたま市告示第１１１４号 

さいたま市新生児タンデムマススクリーニングシステム賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。

令和３年７月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市新生児タンデムマススクリーニングシステム賃貸借

 借入場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課

 数量・特質等

仕様書のとおり

 借入期間

令和３年１２月１日から令和８年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 本入札の告示日から過去５年間において、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と本

件と同種同程度以上の賃貸借に係る契約の実績（履行中のものも含む。）を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課 

担当 代謝免疫係 電話 ０４８（８４０）２２５７ 

 交付期間

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年７月３０日（金）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階第２会議室

 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい
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たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課

電話 ０４８（８４０）２２５７ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課及びホームページにお

いて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１１１５号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和３年７月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和３年 ７月 ２日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 ４６台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/06/28 南浦和駅東口 埼玉県警20-205250212 A20AI 17912          

2021/06/29 東浦和駅 志村F-02769 A15AA61776          

2021/06/29 南浦和駅西口 不明 SPB130038           

2021/06/29 武蔵浦和駅 埼玉県警21-210175830 A20AK21664          

2021/07/01 南浦和駅東口 埼玉県警11-1590130 B1H15048            

2021/07/01 南浦和駅西口 藤沢北38-0168179 12D0744             

2021/07/01 武蔵浦和駅 千葉県警ﾛ-099486 TF9B03038           

2021/07/01 武蔵浦和駅 埼玉県警12-2086177 B1G04224            

2021/07/05 1/4 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/06/28 大宮駅西口 埼玉県警18-8382567 XC171229117         

2021/06/28 大宮駅西口 埼玉県警21-212054941 A20AI 09801          

2021/06/28 宮原駅西口 埼玉県警11-1323845 S1A04702            

2021/06/28 大宮公園駅 埼玉県警18-8288091 A15L81239           

2021/06/28 大宮公園駅 不明 U52Y45107           

2021/06/29 大宮駅東口 埼玉県警18-8322493 G171021747          

2021/06/29 北大宮駅 埼玉県警13-3291185 STMAA03126          

2021/07/02 大宮駅東口 埼玉県警18-8207613 B8A77349            

2021/07/02 宮原駅西口 竹ノ塚C-63177 A18AJ24675          

2021/07/02 指扇駅 埼玉県警21-212490806 EH12010             

2021/07/02 大和田駅 埼玉県警19-194580940 B8E03458            

2021/07/02 西大宮駅北口 埼玉県警20-201860938 A20AC02772          

2021/07/05 2/4 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/06/28 浦和駅東口 栃木県警18-02849 LE25546             

2021/06/28 浦和駅西口 埼玉県警17-7510411 6N02288             

2021/06/28 北浦和駅西口 埼玉県警16-6438106 A16AH33050          

2021/06/28 新都心駅西口 埼玉県警20-203522878 H9G32763            

2021/06/28 北与野駅 埼玉県警09-9504097 H8A22312            

2021/06/28 南与野駅 栃木県警34-26083 G191110071          

2021/06/28 南与野駅 埼玉県警10-0353632 K10AK14468          

2021/06/29 浦和駅東口 埼玉県警18-8416717 A18AB47888          

2021/06/29 浦和駅東口 埼玉県警16-6131085 SPK044519           

2021/06/29 浦和駅西口 埼玉県警18-8495137 SSI 005833           

2021/06/29 北浦和駅東口 不明 TC1RF215            

2021/06/29 北浦和駅西口 不明 6F70148             

2021/06/29 南与野駅 埼玉県警15-5482413 B5D01325            

2021/07/01 浦和駅西口 埼玉県警11-1284336 T31MF705            

2021/07/01 北浦和駅東口 埼玉県警09-9451305 S8K19438            

2021/07/01 与野駅東口 埼玉県警15-5214043 B4K08525            

2021/07/01 与野駅西口 埼玉県警10-0220761 LS80699             

2021/07/01 北与野駅 埼玉県警04-4540954 K3J02763            

2021/07/01 与野本町駅 愛知県警19-ｺ-51183 SSA308029           

2021/07/02 浦和駅西口 埼玉県警15-5301598 SPD026848           

2021/07/05 3/4 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/06/28 浦和美園駅 埼玉県警18-8019647 A17AG24243          

2021/06/28 岩槻駅 埼玉県警18-8430333 SY8A5861            

2021/06/28 岩槻駅 日野Eー 11850 F160170016          

2021/06/29 岩槻駅 埼玉県警14-4023946 F3L31603            

2021/07/01 東岩槻駅 不明 LJC21960            

2021/07/01 東岩槻駅 不明 ASY19H0554          

合計： 46台

2021/07/05 4/4 ページ
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さいたま市告示第１１１６号

さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８号）第６条第５項及びさいたま市

個人情報保護条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１９号）第３条に基づき、個人情報取扱事

務に係る届出について次のとおり告示する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 個人情報取扱事務開始届出書

 別紙のとおり（別紙省略）  ５４件

２ 個人情報取扱事務変更届出書

 別紙のとおり（別紙省略）  １１０件

３ 個人情報取扱事務廃止届出書

 別紙のとおり（別紙省略）  ３２件

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所総務局総務部行政透明推進課行政透明推進係

 電話 ０４８（８２９）１１１８
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さいたま市告示第１１１７号 

さいたま市の発注する「岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ３－１０２６）」ほか３件の一般

競争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年７月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事
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概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし
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た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者

実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４３８７－２０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ３－１０２６）

工事場所 さいたま市岩槻区本町２丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和３年１２月１０日まで

概要 延長 40.6m 管きょ工 圧入二工程推進（φ200、低耐）40.6m マンホール工 

小型マンホール 1 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月１２日（月）から

質問受付期間 令和３年７月１２日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課

電話 ０４８－６４６－３２６３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－３４７３－２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 山丸公園外６公園遊具再設置工事

工事場所 さいたま市大宮区吉敷町１丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和３年１２月２８日まで

概要 公園土工一式 伐採工一式 遊具組立設置工一式 すべり台（中）5 基 小型複

合遊具 （Ａ）1 基 （Ｂ）1 基 

予定価格（税込） １８，１９４，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後２時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 造園工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月１２日（月）から

質問受付期間 令和３年７月１２日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市都市局北部都市・公園管理事務所管理課 

電話 ０４８－６４６－３１７９

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－４３５６－４６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 ゾーン３０対策工事（大宮区櫛引町１丁目地区）

工事場所 さいたま市大宮区櫛引町１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和３年１１月３０日まで

概要 工事面積 26ha 区画線設置 （実線 15 ㎝）3400m （破線 30 ㎝）49m （破線

45 ㎝）2m （ゼブラ 45 ㎝）113m （文字・記号・15 ㎝換算）1798m （緑色）

256 ㎡ （赤色）16 ㎡ 区画線消去 370m 薄層カラー舗装 19 ㎡ 

予定価格（税込） １１，５０６，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後２時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 塗装工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月１２日（月）から

質問受付期間 令和３年７月１２日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

契約整理番号 ０３－４４８７－２３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ３－１００６）

工事場所 さいたま市緑区大字大門地内

履行期間 契約確定の日から令和３年１２月１０日まで

概要 延長 173.7m 管きょ工 開削（φ200 ㎜、塩ビ管）173.7m マンホール工 組立

１号マンホール 4 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年７月２０日（火）午前９時から

令和３年７月２６日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年７月２７日（火）午前９時から

令和３年７月２８日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年７月２９日（木）午後２時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年７月１２日（月）から

質問受付期間 令和３年７月１２日（月）午前９時から

令和３年７月１９日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年７月２６日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１１８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市北区日進町二丁目１４２７番１、１４２７番４、１４２８番１、１４２８番４

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略）

３ 許可番号

 令和３年 １月２７日

 第開-Ｎ２０２０１０６号

４ 検査済証番号

令和３年 ７月 ９日

第完-Ｎ２０２０１０６号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１１９号 

農業振興地域整備計画を変更するので、「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和 44 年法律第

58 号）第 13 条第４項で準用する同法第 11 条第１項の規定に基づき公告するとともに、当該農業振

興地域整備計画のうち、農用地利用計画の変更案を次により縦覧に供する。

なお、さいたま市に住所を有する者は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対して意見のあると

きは縦覧期間中にさいたま市に対し意見書を提出することができる。

また、当該農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し

権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の翌日か

ら起算して 15日以内に市にこれを申し出ることができる。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 農用地利用計画の変更案の縦覧場所

さいたま市役所経済局農業政策部農業環境整備課

２ 農用地利用計画の変更案の縦覧期間

自  令和３年 ７月１２日

至  令和３年 ８月１１日

３ 連絡先             

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課

電話 ０４８（８２９）１３７７



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１２０号 

さいたま市ひとり親家庭等医療事務講座業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市ひとり親家庭等医療事務講座業務

 履行場所

業務委託先

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

契約締結の日から令和４年３月１５日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「その他の電算」で登載されている者で

あること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 告示の日から過去２年の間、医療事務講座を適切に実施した実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０

 交付期間

告示の日から令和３年７月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年７月３０日（金）午前９時から午後４時まで

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月３日（火）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階 第２会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１１２１号 

さいたま市都市計画窓口支援システム機器等賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市都市計画窓口支援システム機器等賃貸借

 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 数量・特質等

入札説明書のとおり

 借入期間

令和４年３月１日から令和９年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市計画課

担当 都市施設係 電話 ０４８（８２９）１４０４ 
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 交付期間

告示の日から令和３年７月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日

令和３年７月２９日（木）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）午後３時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室

 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と
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する。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市計画課

電話 ０４８（８２９）１４０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 契約条項等は、さいたま市都市局都市計画部都市計画課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１１２２号

令和３年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア会場設営等支援業務について、次のとおり一般競

争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６

７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

件名

令和３年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア会場設営等支援業務

履行場所

さいたま市桜区在家５９１ 荒川総合運動公園外

  業務概要

仕様書のとおり

  履行期間

契約締結の日から令和３年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「イベント・催事」で登載されている者であること。

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

  都道府県又は政令指定都市が開催した防災訓練の企画及び運営業務を受託し完了した実績があ

ることを証明した者であること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。なお、仕様書は貸与する

ものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課

担当 防災対策係 電話 ０４８（８２９）１１２７

 交付期間

本入札の告示日から令和３年７月２７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１
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３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

 仕様書の返却

入札説明書のとおり

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日

令和３年７月２９日（木）に交付するものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月６日（金）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所消防庁舎３階関係課会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。
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 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することはできない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部危機管理課

電話 ０４８（８２９）１１２８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３６ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課

電話 ０４８（８２９）１１２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７８

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

 契約条項等は、さいたま市総務局危機管理部防災課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１１２３号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 さいたま市桜区大字宿１３１番地

 氏名 有限会社 岡山宅建 取締役 元木 孝一郎

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市北区日進町三丁目５７０番２

 指定の年月日 令和３年７月９日

 指定の番号 第北２１－００７号

 道路の幅員 ５．２０ｍ

 道路の延長 ２３．２２ｍ
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さいたま市告示第１１２４号

無効となるさいたま市国民健康保険被保険者証等について、別紙のとおり（別紙省略）告示する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人
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さいたま市告示第１１２５号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。

なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

   国民健康保険税納税（更正）通知書

２ 送達を受ける者の住所及び氏名

   別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８）

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３

北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３

大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３

見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３

中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３

桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３

浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２

南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３

緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３

岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４
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さいたま市告示第１１２６号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。

なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

   国民健康保険税特別徴収（仮徴収）変更通知

２ 送達を受ける者の住所及び氏名

   別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８）

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３

北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３

大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３

見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３

中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３

桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３

浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２

南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３

緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３

岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４
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さいたま市告示第１１２７号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市緑区大字三室字北宿２４１７番２、２４４９番１５、２４５５番３、２４５５番５、

２４５８番３

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

南埼玉郡宮代町百間４－２－２２

株式会社セキ薬品 代表取締役 関 善夫

３ 許可番号

 令和２年１２月３日

 第 開-Ｓ２０２００５５ 号

４ 検査済証番号

 令和３年７月９日

 第 完-Ｓ２０２００５５ 号
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さいたま市告示第１１２８号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。

令和３年７月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

 名 称 ヤオコー大宮盆栽町店

 所在地 さいたま市北区盆栽町４８５番地１

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

名   称 エムエル・エステート株式会社 

代表者氏名 代表取締役社長 松井 雅人 

住   所 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 

 変更した事項

大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 （変更前）

名   称 エムエル・エステート株式会社

代表者氏名 代表取締役社長 石山 博英

住   所 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

 （変更後）

名   称 エムエル・エステート株式会社

代表者氏名 代表取締役社長 松井 雅人

住   所 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

 変更の年月日

 令和３年６月１日

 変更する理由

 代表者を変更した為

２ 届出年月日 

 令和３年７月５日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 令和３年７月１２日から令和３年１１月１２日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９４４

 大宮区役所区民生活部地域商工室

 住所 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番１号 



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

 電話 ０４８（６４６）３０９３

FAX ０４８（６４６）３１５１

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。

 意見書の提出期間

令和３年７月１２日から令和３年１１月１２日まで。

 意見書の提出先

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９４４
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さいたま市告示第１１２９号 

さいたま市のびのび健診受診ＰＲデザイン・印刷業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市のびのび健診受診ＰＲデザイン・印刷業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

契約締結の日から令和４年３月１８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「デザイン」で登載されている者

であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

担当 保健事業係 岡田 電話 ０４８（８２９）１２７７ 

 交付期間

告示の日から令和３年７月２７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用
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無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年８月３日（火）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年８月１７日（火）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所
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ア 日時

令和３年８月１７日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課

電話 ０４８（８２９）１２７７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１３０号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 埼玉県川口市芝四丁目１番４号

 氏名 株式会社コスモホーム 代表取締役 青山 渉

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市南区大字太田窪字新田２０００番１１０、２０００番１１１

 指定の年月日 令和３年７月１３日

 指定の番号 第南２１－０１２号

 道路の幅員 ４．００ｍ

 道路の延長 １３．９７ｍ
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さいたま市告示第１１３１号 

 さいたま市インターネット広告支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市インターネット広告支援業務 

 履行場所 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

   仕様書のとおり 

 履行機関 

契約締結の日から令和４年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）にに業務「製作等」の受注希望業務「コンピュータ関連」で登載されて

いる者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成３１年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほ

ぼ同じくする業務の契約実績を２件以上有し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室シティセールス推進課 

担当 推進係 電話 ０４８（８２９）１０３４ 

 交付期間 

告示の日から令和３年７月２９日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和３年８月３日（火）午前９時から午後４時まで 

 その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年８月２０日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年８月２０日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課 

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室シティセールス推進課

電話 ０４８（８２９）１０３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市市長公室シティセールス推進課及びホームページにおいて閲覧でき

る。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１３２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

   道場第一自治会 

２ 変更した事項 

 ・ 代表者の氏名及び住所 （省略） 

３ 変更年月日 

  令和３年４月１８日 

４ 連絡先

(1) 担当 桜区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係

(2) 電話 ０４８（８５６）６１３１
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さいたま市告示第１１３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

   道場第三自治会 

２ 変更した事項 

 ・ 代表者の氏名及び住所 （省略 

３ 変更年月日 

  令和３年４月１０日 

４ 連絡先

(1) 担当 桜区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係

(2) 電話 ０４８（８５６）６１３１
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さいたま市告示第１１３４号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 さいたま市大宮区天沼町一丁目７５番地

 氏名 有限会社フジショウ 代表取締役 小林 潤一

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市西区三橋五丁目１１４０番７、同番１５、同番２０

                    １１４４番２、同番６、同番７

 指定の年月日 令和３年７月１２日

 指定の番号 第北２１－００８号

 道路の幅員 ４．００、４．５０ｍ

 道路の延長 ３４．９５ｍ
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さいたま市告示第１１３５号 

超音波洗浄流し台外７件の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

超音波洗浄流し台外７件 

 納入場所 

  さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市健康科学研究センター生活科学課 

 数量 

  ア 超音波洗浄流し台 一式 

  イ バイオメディカルフリーザー 一式 

  ウ リアルタイムＰＣＲ 一式 

  エ インキュベーター 一式 

  オ フリーザー付き薬用保冷庫 一式 

  カ 超低温フリーザー 一式 

  キ オートクレーブ 一式 

  ク 全自動洗浄機 一式 

 特質等 

   入札説明書による。 

 納入期限 

令和３年１２月２８日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「精密機械」内の営業種目「理化学器械器具」で登載され、か

つ、市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
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なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

 交付期間 

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和３年８月５日（木）及び令和３年８月６日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 
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７ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年８月２５日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年８月２５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター生活科学課

電話 ０４８（８４０）２２６２ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７

８ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 
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９ その他 

 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１３６号 

さいたま市立大宮国際中等教育学校普通教室等什器備品の購入について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名及び数量 

さいたま市立大宮国際中等教育学校普通教室等什器備品 一式 

 納入場所 

  さいたま市大宮区三橋４－９６ さいたま市立大宮国際中等教育学校 

 特質等 

   入札説明書のとおり 

 納入期限 

令和４年３月１５日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」又は「木製什器

」で登載され、かつ、市内に本店を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
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 交付期間 

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和３年８月５日（木）及び令和３年８月６日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 
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ア 日時 

令和３年９月６日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

  電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

８ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

９ その他 

 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１３７号 

さいたま市立大宮国際中等教育学校特別教室什器備品の購入について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。 

令和３年７月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名及び数量 

さいたま市立大宮国際中等教育学校特別教室什器備品 一式 

 納入場所 

  さいたま市大宮区三橋４－９６ さいたま市立大宮国際中等教育学校 

 特質等 

   入札説明書のとおり 

 納入期限 

令和４年３月１５日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」若しくは「木製

什器」又は種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」で登載され、かつ、市内に本店を

有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
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担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

 交付期間 

告示の日から令和３年７月２８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和３年８月５日（木）及び令和３年８月６日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
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 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）午後２時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年９月６日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

  電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

８ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

９ その他 

 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１３８号

下記の書類を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条で準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、当該書類については、さいたま市長が保管し、送達を受けるべき者については、管轄の各区

役所高齢介護課にていつでも交付する。 

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達を受けるべき者及び送達する書類

 別紙のとおり（別紙省略）
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さいたま市告示第１１３９号

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次の医師

を指定したので告示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した医師

・別紙のとおり(別紙省略) 
２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示第１１４０号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、自立支援医療（育成医療、更生医療）を担当させる機関として次のもの

を指定したので告示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した医療機関

・ 別紙のとおり(別紙省略) 
２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示第１１４１号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第６４条の規定に基づき、指定医療機関の開設者から次のとおり変更の届出があったので告示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 変更の届出のあった医療機関

  ・別紙のとおり(別紙省略) 
２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示第１１４２号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第６０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（育成医療、更生医療）を担当する指定医療機関

の開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 更新した医療機関

・ 別紙のとおり(別紙省略) 
２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示第１１４３号

 令和３年６月２１日さいたま市告示第１０１６号及び令和３年６月２８日さいたま市告示第１０４０号

において公告した一般競争入札について、次のとおり入札を中止したので、さいたま市契約規則（平成１

３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により公示する。

令和３年７月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 中止とした一般競争入札

 契約整理番号 ０３－５５５３－２

   工事名 常盤公民館大規模改修（建築）工事

   工事場所 さいたま市浦和区常盤９丁目３０番１号

 契約整理番号 ０３－５５５３－６

   工事名 常盤公民館大規模改修（電気設備）工事

   工事場所 さいたま市浦和区常盤９丁目３０番１号

 契約整理番号 ０３－２３８２－１０

   工事名 片柳児童センター中規模修繕（電気設備）工事

   工事場所 さいたま市見沼区大字東新井７１０番地７８

２ 中止とした理由

  及び  「常盤公民館大規模改修（機械設備）工事」が不調となったため。

 「片柳児童センター中規模修繕（建築）工事」が不調となったため。



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１４４号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年７月２０日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和３年７月１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

７月

１０日
猫 南区別所 雑種 メス

キジト

ラ

1～2 
ヶ月齢

無

７月

１３日
犬 南区大谷口 雑種 オス 茶白 ３～６歳 無

７月

１３日
犬 西区中野林 柴 オス 黒 ２～５歳 有

首輪：青色革製 

青色リード

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第１１４５号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年７月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

・ 差押調書（謄本）

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

  （省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す  

る。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（６４６）３０４９  
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さいたま市告示第１１４６号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年７月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市見沼区大字片柳字原山１０８９番７、１０８９番１８ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略）

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ６ 月 １ ４ 日

 第変－Ｎ２０２００４６号

４ 検査済証番号

 令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日

第完－Ｎ２０２００４６号



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１１４７号

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年７月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人



さ い た ま 市

名称 所在地※

一般社団法人日本グ
アム親善友好協会

グアムインターナショナ
ルスクール

さいた市大宮区 上小町848-2 令和3年5月6日 認可外保育施設 －

株式会社ゼフュロス TSNDさいたま産後ケア
ディスパッチ

さいたま市大宮区 宮町1-5　銀座ビル7階 令和3年6月16日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

中野　明華 中野　明華 （省略） 令和3年6月1日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

古澤　朋子 古澤　朋子 （省略） 令和3年6月17日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

山岡　玲子 山岡　玲子 （省略） 令和3年6月2日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 確認の年月日 子ども・子育て支援施
設等の種類

子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）

※の欄は、個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人住所を非公開としております。



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで） 
 

 

さいたま市告示第１１４８号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

  



さ い た ま 市

名称

株式会社東立 さくら保育園駒場ルーム さいたま市浦和区 駒場2-7-3　カーザ・ディ・ルー
チェ1階

令和3年5月31日 認可外保育施設 －

浅井　璃沙 浅井　璃沙 （省略） 令和3年6月25日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

安藤　愛 安藤　愛 （省略） 令和2年10月31日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

佐藤　恵子 佐藤　恵子 （省略） 令和3年6月17日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

中川　美樹 中川　美樹 （省略） 令和3年3月1日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

西籔　智代 西籔　智代 （省略） 令和3年6月17日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条の１１第１項の確認の辞退をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育て
支援提供者の名称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施設
等の種類

確認の辞退の年月
日

子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）

所在地※

※の欄は、個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人住所を非公開としております。
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さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで） 
 

 

さいたま市告示第１１４９号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定

をしたので告示する。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医療機関 

・別紙のとおり(別紙省略) 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで） 
 

 

さいたま市告示第１１５０号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の開設者

から次のとおり指定医療機関等に係る変更の届出があったので告示する。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 変更内容 

・別紙のとおり(別紙省略) 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで） 
 

 

さいたま市告示第１１５１号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の

開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 更新した医療機関 

・別紙のとおり(別紙省略) 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



さいたま市告示一覧（令和３年７月１日から同月１５日まで） 
 

 

さいたま市告示第１１５２号 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の辞退の届出があ

ったので告示する。 

令和３年７月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退の届出のあった医師 

 ・別紙のとおり(別紙省略) 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 

 


